
36 #REF! #REF! 7.25% 6.14%
20.82% 20.82% 20.82% 20.49%

　（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
- - 554,082 469,861 624,889
- - 2,738 2,958 2,108
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 556,820 472,819 626,997
- - 7,678,836 7,699,466 7,731,787

- - － － －
- - (7.25%) (6.14%) (8.10%)

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
- - ▲ 311,615 ▲ 144,928 ▲ 32,448
- - 54,037 17,676 2,217
- - - 18,317 15,136
- - 85,984 62,501 39,133
- - 415 2,092 3,694
- -
- -
- -
- -

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
- - 1,137,518 1,095,827 972,262
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 75,790 53,737 265,520
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- - 1,598,949 1,578,041 1,892,511
- - 7,678,836 7,699,466 7,731,787

- - － － －
- - (20.82%) (20.49%) (24.47%)

　○用語解説

・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの
・実質赤字比率：地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
・実質赤字額：当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
・連結実質赤字比率：地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の
　額を控除した額、法非適用企業の場合：基本的に一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額）

・公営企業：地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法が適用される法適用企業とそれ以外の法非適用企業に分類）
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◎　実質赤字比率、連結実質赤字比率の状況と推移
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36 　　　

　　　

　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした

　　額（※）と比べた率をいいます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度ごとに実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均数値を計算する

　　ことにより算定します。

　　（１）単年度ごとの実質公債費の比率を計算（下は、H21決算数値の場合）

元利償還金等(a) 算入公債費等の額(b) 一般会計等の負担額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(c) 算入公債費等の額(b) 比較する財政の規模（分母）

　　（２）過去3ヶ年の平均数値を計算（小数点以下第１位未満切捨）

＋

＋

　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について、他団体との比較や過去

　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について、他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会

　　計等が負担する地方債の償還の内容について、具体的に分析する上で有益です。

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「元利償還金等(a)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

①元利償還金 8.2 6.2 2.6 ▲ 2.0

②満期一括償還債

③公営企業債等繰入額 28.0 0.1 ▲ 4.6 0.7

④組合等負担等額 26.9 ▲ 13.0 ▲ 4.4 ▲ 0.2

⑤債務負担行為 700.5 6.4 1.0 10.5

⑥一時借入金

元利償還金等(a) 16.8 2.7 0.4 ▲ 0.9

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

公債費算入（元利） 14.9 22.7 14.5 2.3

公債費算入（準元利） 5.8 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 1.9

事業費補正（元利） ▲ 0.7 ▲ 7.2 ▲ 18.0 ▲ 20.8

事業費補正（準元利） ▲ 10.5 2.6 3.2 4.9

密度補正（元利） 18.8 8.7 11.7 8.7

密度補正（準元利） ▲ 32.1 ▲ 20.5 ▲ 1.9 ▲ 16.8

算入公債費等の額(b) ▲ 0.9 0.7 ▲ 4.7 ▲ 6.7

◎　一般会計等の負担額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

(a)－(b) 増減率 増減率 増減率 増減率

一般会計等の
負担額

55.1 5.5 7.0 6.0

H17決算

638,303

17.4%16.6%

17.4%
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52.32636151  / ３ ＝
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209,107 265,416 230,895 220,747

409,793 524,713 525,206 501,236

H18決算 H19決算 H20決算

0 0 0 0

1,398,872 1,513,136 1,607,292

H20決算

＝

H21決算単年
度の実質公債

費の比率

1,184,008

6,499,6731,232,114

－

－

H17決算

粕屋町

平成17年度

9.0%

平成18年度

11.7%

2,365,384 2,429,517 2,438,031

1,117,339

平成21年度

＝
2,416,122 1,232,114

7,731,787

14.2%

＝

16.6%

＝

14.2% 16.6%

平成20年度

18.21642412 %

17.4%
実質公債費比率

平成19年度

16.59342089

17.5165165

18.21642412

(H19単年度の実質公債費比率)

(H20単年度の実質公債費比率)

(H21単年度の実質公債費比率)

337,135
69,863

17,209
5,180

1,232,114

1,184,008

H21決算

H21決算

1,617,102

0

504,978

220,281

73,761

0

2,416,122

◎ 実質公債費比率の状況と推移

　（※　平成17年度及び平成18年度の実質公債費比率は、地方財政状況調査に基づく数値である。）
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36 　　　粕屋町
14.2% 16.6%

◎ 実質公債費比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○「標準財政規模(c)」の内訳 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

標準税収入額等 5.1 2.3 1.2 ▲ 3.2

普通交付税額 ▲ 15.6 ▲ 4.0 ▲ 3.2 5.5

臨時財政対策債発行可能額 ▲ 6.0 ▲ 9.3 ▲ 6.3 55.2

標準財政規模(c) 1.1 0.8 0.3 0.4

算入公債費等の額(b) ▲ 0.9 0.7 ▲ 4.7 ▲ 6.7

◎　比較する財政の規模（分母） 　　　　　（単位：千円、％）

(c)－(b) 増減率 増減率 増減率 増減率

比較する財政の
規模 1.5 0.9 1.4 1.9

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

52.8 4.6 5.6 4.0

○　経年推移グラフ

○用語解説
・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの
・①元利償還金 ： 一般会計等に係る公債費の額から、繰上償還等の額及び公債費充当特定財源(※)の額を控除した額
　　　　(※ 地方公共団体財政健全化法施行に伴い、平成19年度算定から算定ルールが変更され、都市計画税充当可能額が特定財源として追加)
・②満期一括償還債 ： 実際の償還額ではなく、償還期間30年の元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
・③公営企業債等繰入額 ： 一般会計等から一般会計等以外への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
・④組合等負担等額 ： 一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
・⑤債務負担行為 ： 債務負担行為に基づく当該年度の支出のうち公債費に準ずるもの
・⑥一時借入金 ： 当該年度に支出した一時借入金の利子
・算入公債費等の額 ： 地方債の元利償還金額及び準元利償還金額のうち、当該年度の普通交付税の算定において基準財政需要額として算入
　　された額（算入の方式として、公債費算入、事業費補正算入及び密度補正算入の３通りがある。）
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36 　　　　　

　○　将来負担比率は、その地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とし

　　た額（※）と比べた率をいいます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

　　・平成21年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第１位未満切捨）

将来負担額(A) 充当可能財源額等(B) 実質的な将来負債額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(C) 算入公債費等の額(Ｄ) 比較する財政の規模（分母）

＊　将来負担比率は、実質的な将来負担額（分子）が負の値の場合、該当なしとなる(「－」で表示)。

　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について、他団体との比較や過去か

　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について、他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償

　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について、具体的に分析

　　する上で有益です。

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源額等額(Ｂ)」〕

　○　将来負担額(A) 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

①地方債の現在高 ー ー ▲ 8.5 ▲ 6.6

②債務負担行為 ー ー 0

③公営企業債等繰入見込額 ー ー 8.7 ▲ 7.9 ◎

④組合等負担等見込額 ー ー ▲ 32.7 ▲ 14.3 0

⑤退職手当負担見込額 ー ー 17.0 ▲ 24.3 0

⑥負担見込額〔地方道路公社〕 ー ー 0

⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ー ー 0.1 0.1 ◎

⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕 ー ー 0

⑨連結実質赤字額 ー ー 0

⑩組合等連結実質赤字額 ー ー

将来負担額(A) ー ー ▲ 4.7 ▲ 7.5

　○　充当可能財源額等(B) 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

⑪充当可能基金 ー ー ▲ 8.7 ▲ 2.3

⑫特定歳入〔都市計画税以外〕 ー ー 4.7 ▲ 14.6

⑬特定歳入〔都市計画税〕 ー ー

⑭交付税算入見込額 ー ー ▲ 5.1 ▲ 1.7

充当可能財源額等(B) ー ー ▲ 5.2 ▲ 2.4

　◎　実質的な将来負債額（分子） 　　　　　（単位：千円、％）

(A)－(B)〔算定の分子〕 増減率 増減率 増減率 増減率

実質的な将来負債額 ー ー ▲ 3.7 ▲ 17.0
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36 　　　　　粕屋町
◎ 将来負担比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率 増減率

標準財政規模（C） ー ー 0.3 0.4

・資金算入公債費等の額(D) ー ー ▲ 4.4 ▲ 6.7

◎　比較する財政の規模（分母） 　　　　　（単位：千円、％）

(Ｃ)-(Ｄ)〔算定の分母〕 増減率 増減率 増減率 増減率

比較する財政規模 ー ー 1.3 1.9

○　経年推移グラフ

○用語解説
・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計

・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの

・①地方債の現在高 ： 一般会計等の前年度末における地方債現在高

・②債務負担行為 ： 債務負担行為に基づく支出予定額（地方債を財源とできる地方財政法第５条各号に定める経費等に係るもの）

・③公営企業債等繰入見込額 ： 一般会計等以外の会計（公営企業会計等）の地方債の元金償還に充てるため、一般会計等からの繰入れが

　　必要と見込まれる額

・④組合等負担等見込額 ： 当該市町村が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てるため、当該市町村からの負担等が必要と

　　見込まれる額
・⑤退職手当負担見込額 ： 退職手当支給予定額（全職員が前年度末に自己都合退職すると仮定した場合の要支給額）のうち、一般会計等に

　　おいて実質的に負担することが見込まれる額

・⑥負担見込額〔地方道路公社〕、⑦負担見込額〔土地開発公社〕、⑧負担見込額〔第三セクター等〕 

　　： 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額やその者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・
　 経営状況を勘案して一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑨連結実質赤字額 ： 地方公共団体の一般会計等及び公営事業会計における連結ベースでの実質赤字額

・⑩組合等連結実質赤字額 ： 一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額
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将来負担額（A）の総額と内訳の推移

28,842

27,495

25,437

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21決算

百万円

①地方債の現在高 ②債務負担行為

③公営企業債等繰入見込額 ④組合等負担等見込額

⑤退職手当負担見込額 ⑥負担見込額〔地方道路公社〕

⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕

⑨連結実質赤字額 ⑩組合等連結実質赤字額

実質的な将来負債額及び将来負担比率の推移
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